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平成２１年３月３１日
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愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章 省略

第２章 賦課徴収

第１節 普通税

第１款～第６款 省略

第７款 自動車取得税（第３４条─第３８条）

第７款の２ 軽油引取税（第３９条─第４１条の１０）

第８款～第１１款 省略

第２節 目的税

第１款及び第２款 削除

第３款 省略

第３章～第５章 省略

附則

（県税として課する税目）

第３条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。

� 普通税

県民税

ゴルフ場利用税

自動車取得税

軽油引取税

省略

� 目的税

省略

（納税地）

目次

第１章 省略

第２章 賦課徴収

第１節 普通税

第１款～第６款 省略

第７款 削除

第８款～第１１款 省略

第２節 目的税

第１款 自動車取得税（第５９条の３―第５９条の７）

第２款 軽油引取税（第６０条―第６０条の１１）

第３款 省略

第３章～第５章 省略

附則

（県税として課する税目）

第３条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。

� 普通税

省略

ゴルフ場利用税

省略

� 目的税

自動車取得税

軽油引取税

省略

（納税地）
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第４条 県税の納税地は、次の各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 自動車取得税 自動車の主たる定置場の所在地

� 軽油引取税 法第１４４条第１項第３号に規定する特約業者

（以下軽油引取税について「特約業者」という。）又は同項第

２号に規定する元売業者（以下軽油引取税について「元売業

者」という。）の県内の主たる事務所又は事業所の所在地（法

第１４４条の２第４項の場合においては同項に規定する石油製品

販売業者（以下軽油引取税について「石油製品販売業者」とい

う。）の事業所の所在地、同条第５項の場合においては自動車

の主たる定置場の所在地、同条第６項の場合においては特別徴

収の義務が消滅した者の県内の主たる事務所又は事業所の所在

地、法第１４４条の３第１項第３号及び第４号並びに法第１４４条の

２２第４項（法第１４４条の２５第５項において準用する場合を含

む。）の場合においては免税証の申請地、法第１４４条の３第１

項第５号の場合においては軽油の製造をした者の事務所又は事

業所の所在地、同項第６号の場合においては軽油の輸入をする

者（関税法（昭和２９年法律第６１号）第６７条の輸入の許可を受け

る場合には当該許可を受ける者をいう。第４０条において同

じ。）の事務所又は事業所の所在地、法第１４４条の４第２項の

場合においては軽油の製造が行われた場所）。ただし、特約業

者又は元売業者の県外の事務所又は事業所からの軽油の引取り

（法第１４４条の２２第４項（法第１４４条の２５第５項において準用す

る場合を含む。）の規定により法第１４４条の２第１項に規定す

る引取りとみなされる場合を除く。）で当該引取りに係る軽油

の現実の納入を伴うもの（特約業者又は元売業者の県外の事務

所又は事業所からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る

軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入

を伴う引取りを行う者があるときの当該納入に係る軽油の引取

りを含む。）があつた場合においては、当該軽油の主たる納入

地（石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつて

は、当該納入に係る主たる事業所）の所在地

� 省略

� 省略

� 省略

第４条 県税の納税地は、次の各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 自動車取得税 自動車の主たる定置場の所在地

� 軽油引取税 法第７００条の２第１項第３号に規定する特約業

者（以下軽油引取税について「特約業者」という。）又は同項

第２号に規定する元売業者（以下軽油引取税について「元売業

者」という。）の県内の主たる事務所又は事業所の所在地（法

第７００条の３第４項の場合においては同項に規定する石油製品

販売業者（以下軽油引取税について「石油製品販売業者」とい

う。）の事業所の所在地、同条第５項の場合においては自動車

の主たる定置場の所在地、同条第６項の場合においては特別徴

収の義務が消滅した者の県内の主たる事務所又は事業所の所在

地、法第７００条の４第１項第３号及び第４号の場合においては

免税証の申請地、同項第５号の場合においては軽油の製造をし

た者の事務所又は事業所の所在地、同項第６号の場合において

は軽油の輸入をする者（関税法（昭和２９年法律第６１号）第６７条

の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。第

６０条の２において同じ。）の事務所又は事業所の所在地、法第

７００条の４の２第２項の場合においては軽油の製造が行われた

場所）。ただし、特約業者又は元売業者の県外の事務所又は事
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� 省略

２ 知事は、自動車取得税又は自動車税の賦課徴収上必要があると

認めるときは、前項第７号又は第９号の規定にかかわらず、別に

納税地を定めることができる。

（不動産取得税の納税義務者等）

第１９条 省略

２～７ 省略

８ 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地につ

いて当該土地区画整理事業の施行者が同法第１００条の２（農住組

合法第８条第１項及び密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律第４６条第１項において適用する場合を含む。）の規

定によつて管理する土地（以下この項において「保留地予定地

等」という。）がある場合において、当該施行者以外の者が、当

該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該

保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益するこ

とができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留

地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結さ

れたとき、又は同日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する

当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用

し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結

されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第３６条

の２の３に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土

地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である

土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産

取得税を課する。

第７款 自動車取得税

（自動車取得税の納税義務者等）

第３４条 自動車取得税は、自動車（法第１１３条第１項の自動車をい

う。以下自動車取得税について同じ。）の取得に対し、自動車の

取得価額（法第１１８条第２項の規定により取得価額とみなされる

額を含む。以下同じ。）を課税標準として、当該自動車の取得者

に課する。

２ 自動車の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保

している場合においても、当該売買契約の締結を自動車の取得

（法第１１３条第１項の自動車の取得をいう。以下この款及び第７６

条の３において同じ。）と、買主を自動車の取得者とみなして、

自動車取得税を課する。

３ 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつた

ときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新

たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を

課する。

４ 自動車製造業者、自動車販売業者又は令第４２条の２に規定する

自動車の取得をした者（以下この項において「販売業者等」とい

う。）が、その製造により取得した自動車又はその販売のためそ

の他運行（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第５

業所からの軽油の引取りで当該引取りに係る軽油の現実の納入

を伴うもの（特約業者又は元売業者の県外の事務所又は事業所

からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の

納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取り

を行う者があるときの当該納入に係る軽油の引取りを含む。）

があつた場合においては、当該軽油の主たる納入地（石油製品

の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、当該納入に

係る主たる事業所）の所在地

� 省略

２ 知事は、自動車税又は自動車取得税の賦課徴収上必要があると

認めるときは、前項第７号又は第１０号の規定にかかわらず、別に

納税地を定めることができる。

（不動産取得税の納税義務者等）

第１９条 省略

２～７ 省略

８ 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地につ

いて当該土地区画整理事業の施行者が同法第１００条の２（農住組

合法第８条第１項及び密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律第４６条第１項において適用する場合を含む。）の規

定によつて管理する土地（以下この項において「保留地予定地

等」という。）がある場合において、当該施行者以外の者が、当

該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該

保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益するこ

とができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留

地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結さ

れたとき、又は同日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する

当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用

し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結

されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第３６条

の２の４に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土

地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である

土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産

取得税を課する。

第７款 削除

第３４条から第４１条まで 削除
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項に規定する運行をいう。以下この条において同じ。）以外の目

的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行

の用に供した場合（当該販売業者等から当該自動車の貸与を受け

た者がこれを運行の用に供した場合を含む。）においては、当該

運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動

車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合におい

て、当該販売業者等が、当該自動車について、同法第７条の規定

による登録を受けたとき（当該登録前に第２項の規定の適用があ

る自動車の売買がされたときを除く。）、同法第６０条の規定によ

る自動車検査証の交付を受けたとき（同法第５９条第１項に規定す

る検査対象軽自動車に係る場合に限る。）又は同法第９７条の３の

規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証

の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。

５ 法施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで

運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供すること

を自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の

取得者とみなして、自動車取得税を課する。

（自動車取得税の税率）

第３５条 自動車取得税の税率は、１００分の３とする。

（自動車取得税の申告納付の期限）

第３６条 自動車を取得した者がなすべき申告納付の期限は、次の各

号に定める時又は日までとする。

� 道路運送車両法第７条の規定による登録、同法第５９条の規定

による検査（検査対象軽自動車に係るものに限る。）又は同法

第９７条の３の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取

得 当該登録、検査又は届出の時

� 道路運送車両法第１３条の規定による登録を受けるべき自動車

の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から１５日を経過

する日（その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時）

� 前２号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両

法第６７条第１項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき

自動車の取得又は道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令

第７４号）第６３条の４第１項の規定による軽自動車届出済証の記

入を受けるべき自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があ

つた日から１５日を経過する日（その日前に当該記入を受けたと

きは、当該記入の時）

� 前３号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取

得の日から１５日を経過する日

（自動車取得税の納付の方法）

第３７条 自動車取得税の納税義務者は、申告に係る自動車取得税額

を納付する場合（税額に合わせて延滞金額を納付する場合を含

む。）には、申告書に県が発行する証紙をはつてしなければなら

ない。ただし、知事が必要と認めた場合には、証紙をはることに

代えて、自動車取得税額（当該自動車取得税額に係る延滞金額を

含む。）に相当する金額を、申告書に証紙代金収納計器によつて

表示して、又は現金で納付することができる。

（自動車取得税の減免）

第３８条 知事は、次の各号に掲げる自動車の取得に対しては、納税

義務者の申請により、自動車取得税を減免することができる。

� 取得した自動車がその取得後２月以内に天災その他の災害に

より滅失した場合における当該自動車の取得

� 日本赤十字社の血液事業の用に供する自動車に係る自動車の

取得
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� 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」とい

う。）若しくは精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神

障害者」という。）（以下「身体障害者等」と総称する。）、

身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又

は身体障害者等（身体障害者等のみで生活する者に限る。）の

ために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する自動車

（営業用を除く。）に係る当該身体障害者等の取得（当該身体

障害者が年齢１８歳未満の身体障害者である場合又は精神障害者

である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者の自動

車の取得を含む。）で必要と認めたもの

� 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた自動車

（営業用に限る。）の取得で必要と認めたもの

� 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認めら

れる自動車の取得で必要と認めたもの

� 前号に定めるものを除くほか、構造上身体障害者等の利用に

供するためのものと認められる自動車の取得（次号の規定の適

用を受けるものを除く。）で必要と認めたもの

� 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人の自動車（身体若

しくは精神に障害を有するため、又は高齢のため歩行が困難で

ある者のために専ら使用されるものに限る。）の取得（第５号

の規定の適用を受けるものを除く。）で必要と認めたもの

� 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に規定する公的医療

機関の救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車の取

得で必要と認めたもの

第７款の２ 軽油引取税

（軽油引取税の納税義務者等）

第３９条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り

（特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者

からの引取りを除く。次項において同じ。）で当該引取りに係る

軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準とし

て、その引取りを行う者に課する。

２ 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取

りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合

に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるとき

は、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該

納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を

適用する。

３ 軽油引取税は、前２項に規定する場合のほか、特約業者又は元

売業者が法第１４４条の２第３項に規定する燃料炭化水素油（以下

この款において「燃料炭化水素油」という。）を自動車の内燃機

関の燃料として販売した場合においては、その販売量（法第１４４

条の３２第１項第３号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に

係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又

は課されるべき軽油又は揮発油（揮発油税法（昭和３２年法律第５５

号）第２条第１項に規定する揮発油（同法第６条において揮発油

とみなされるものを含む。）をいう。以下この款において同

じ。）が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油

に相当する部分の炭化水素油（炭化水素とその他の物との混合物

又は単一の炭化水素で、１気圧において温度１５度で液状であるも

のを含む。以下この款において同じ。）の数量を控除した数量と

する。）を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課す

る。

４ 軽油引取税は、前３項に規定する場合のほか、石油製品販売業
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者が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の

炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を

販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料とし

て販売した場合においては、その販売量（法第１４４条の３２第１項

第１号若しくは第２号の規定により製造の承認を受けた当該販売

に係る軽油又は同項第３号の規定により譲渡の承認を受けた当該

販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課さ

れ、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当

該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数

量を控除した数量とする。）を課税標準として、当該石油製品販

売業者に課する。

５ 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者

（自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自

己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この款に

おいて同じ。）が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消

費した場合（当該自動車を道路において運行の用に供するため消

費した場合に限る。）においては、当該炭化水素油の消費に対

し、消費量（当該消費に係る炭化水素油（燃料炭化水素油にあつ

ては、法第１４４条の３２第１項第４号の規定により消費の承認を受

け、又は同条第６項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交

付を受けたものをいう。）に既に軽油引取税又は揮発油税が課さ

れ、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が

含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水

素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数

量とする。）を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

６ 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特

別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有し

ている場合（特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の

納入が行われていない場合を含む。）においては、その所有に係

る軽油（引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以

下この項において同じ。）の数量（当該所有に係る軽油に既に軽

油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているとき

は、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当

する部分の数量を控除して得た数量）で令第４３条の２の規定によ

つて算定したものを課税標準として、その者に課する。

（軽油引取税のみなす課税）

第４０条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲

げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消

費、譲渡又は輸入を同条第１項に規定する引取りと、当該消費、

譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみな

し、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は輸

入をする者に課する。

� 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

� 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

� 法第１４４条の６に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者

に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲

渡

� 法第１４４条の６に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に

規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を

自ら消費する場合における当該軽油の消費

� 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製

造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合におけ

る当該軽油の消費又は譲渡
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� 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合にお

ける当該軽油の輸入

２ 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油

（自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化

水素油で令第４３条の３に規定するものを除く。）を製造する場合

における当該軽油の使用は、前項第１号又は第２号に掲げる軽油

の消費に含まれないものとする。

（軽油引取税の補完的納税義務）

第４１条 法第１４４条の３２第１項第１号又は第２号の規定に違反して

知事の承認を受けないで製造された軽油について、法第１４４条の

４第１項に規定する納税義務者が特定できないとき又はその所在

が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油

の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で令で定める

ものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金

を納付する義務を負う。

（軽油引取税の税率）

第４１条の２ 軽油引取税の税率は、１キロリットルにつき、１５，０００

円とする。

（軽油引取税の徴収の方法）

第４１条の３ 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によ

る。ただし、第３９条第３項から第６項まで又は第４０条の規定によ

つて軽油引取税を課する場合は申告納付の方法により、法第１４４

条の２２第４項（法第１４４条の２５第５項において準用する場合を含

む。）の規定によつて軽油引取税を課する場合は普通徴収の例に

よる。

（軽油引取税の特別徴収義務者）

第４１条の４ 元売業者及び特約業者は、前条ただし書に該当する場

合を除き、軽油引取税についての特別徴収義務者とする。

２ 前項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消

された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるも

のとする。

３ 知事は、第１項の特別徴収義務者が法第１４４条の１５第１項の規

定により行つた登録の申請を受理した場合には、その申請をした

者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の

県内に所在する事務所又は事業所ごとに、法第１４４条の１６第１項

の証票を交付するものとする。

（登録特別徴収義務者の登録の消除）

第４１条の５ 知事は、法第１４４条の１５第３項に規定する登録特別徴

収義務者（以下この条及び第７２条第２項において「登録特別徴収

義務者」という。）から法第１４４条の１５第３項の登録の消除の申

請があつたとき、又は登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でな

くなつたときには、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を

消除するものとする。

２ 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当する

こととなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除する

ことができる。

� 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在し

なくなつたこと。

� 県内において１年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の

納入が行われていないこと。

３ 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞な

く、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

（軽油引取税の特別徴収及び申告納入）
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第４１条の６ 軽油引取税の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者

からの軽油の引取りで当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴う

もの（当該特別徴収義務者からの軽油の引取りを行う者が当該引

取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現

実の納入を伴う引取りを行う者があるときの当該納入に係る軽油

の引取りを含む。）があつたときは、軽油引取税を徴収しなけれ

ばならない。

２ 前項の規定によつて徴収すべき軽油引取税は、毎月分を取りま

とめ、翌月末日までに申告納入しなければならない。

（軽油引取税の申告納付）

第４１条の７ 第３９条第３項から第６項まで又は第４０条の規定による

軽油引取税の納税者は、第３９条第３項から第５項まで又は第４０条

第１項第１号、第２号若しくは第５号に該当するものについては

毎月分を取りまとめ翌月末日までに、第３９条第６項に該当するも

のについては特別徴収義務の消滅した日の属する月の翌月末日ま

でに、第４０条第１項第３号又は第４号に該当するものについては

当該消費又は譲渡をした日から３０日以内に、同項第６号に該当す

るものについては当該軽油の輸入の時までに軽油引取税を申告納

付しなければならない。

（免税軽油の引取り）

第４１条の８ 法第１４４条の２１第１項に規定する免税軽油使用者（以

下軽油引取税において「免税軽油使用者」という。）は、免税証

に記載された販売業者から同項に規定する免税軽油（以下軽油引

取税について「免税軽油」という。）の引取りを行うものとす

る。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所

所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことそ

の他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から

免税軽油の引取りを行うことができる。

２ 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記

載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うと

きは、当該免税証に記名押印しなければならない。

（免税軽油の引取り等に係る報告の期限の特例）

第４１条の９ 法第１４４条の２７第２項に規定する引取りを行う当該免

税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であること

その他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付

を受けた者として規則で定める者についての同条第１項の報告書

（以下この条において「報告書」という。）の提出の期限は、同

項の規定にかかわらず、その者が当該免税軽油使用者証を提示し

て交付を受けた当該免税証に係る報告書の提出の期限のうち、そ

の期限が当該免税証の有効期間の満了の日の属する月の末日まで

に到来するものに限り、当該免税証の有効期間の満了の日の属す

る月の翌月末日（同日までに報告書を提出することが著しく困難

であると知事が認めた場合にあつては、知事が定める日）とす

る。ただし、その者が当該免税証の有効期間の満了の日の属する

月の翌月末日の前日までに新たに免税証の交付を申請する場合

で、この条の規定の適用がないものとした場合に同項の規定によ

り当該申請の日までに報告すべき事項を記載した報告書を同日ま

でに提出したときにおける当該報告書以外の報告書（当該申請に

より交付を受けた免税証（以下この条において「新免税証」とい

う。）に係るものを除く。）の提出の期限は、その期限が同日の

翌日から新免税証の有効期間の満了の日の属する月の末日までに

到来するものに限り、新免税証に係る報告書の提出の期限の日と

する。
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（帳簿保存の義務）

第４１条の１０ 軽油引取税の元売業者、特約業者、石油製品販売業者

及び法第１４４条の３４第１項に規定する軽油製造業者等は、法第１４４

条の３６の規定による帳簿を当該年度経過後５年間保存しなければ

ならない。

（自動車税の納税義務者等）

第４２条 自動車税は、自動車（軽自動車の課税客体である自動車及

び道路運送車両法 第３条の大型特殊自

動車を除く。以下自動車税について同じ。）に対し、その所有者

に課する。

２・３ 省略

（自動車税の減免）

第４６条の２ 知事は、次の各号に掲げる自動車に対しては、納税義

務者の申請により自動車税を減免することができる。

� 身体障害者等

が所有する自動車（営業用を除くものとし、身

体障害者で年齢１８歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にす

る者が所有する自動車を含む。）で、当該身体障害者等

、当該身体障害

者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身

体障害者等（身体障害者等のみで生活する者に限る。以下この

号において同じ。）のために当該身体障害者等を常時介護する

者が運転するもの（第８０条第３項において「身体障害者等自動

車」という。）のうち、必要と認めたもの（１台に限る。）

�・� 省略

２ 省略

第１款及び第２款 削除

第６０条 削除

（自動車税の納税義務者等）

第４２条 自動車税は、自動車（軽自動車の課税客体である自動車及

び道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第３条の大型特殊自

動車を除く。以下自動車税について同じ。）に対し、その所有者

に課する。

２・３ 省略

（自動車税の減免）

第４６条の２ 知事は、次の各号に掲げる自動車に対しては、納税義

務者の申請により自動車税を減免することができる。

� 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」とい

う。）又は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害

者」という。）が所有する自動車（営業用を除くものとし、身

体障害者で年齢１８歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にす

る者が所有する自動車を含む。）で、当該身体障害者若しくは

精神障害者（以下「身体障害者等」という。）、当該身体障害

者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身

体障害者等（身体障害者等のみで生活する者に限る。以下この

号において同じ。）のために当該身体障害者等を常時介護する

者が運転するもの（第８０条第３項において「身体障害者等自動

車」という。）のうち、必要と認めたもの（１台に限る。）

�・� 省略

２ 省略

第１款 自動車取得税

（自動車取得税の納税義務者等）

第５９条の３ 自動車取得税は、自動車の取得に対し、自動車の取得

価額（法第６９９条の７第２項の規定により取得価額とみなされる

額を含む。以下同じ。）を課税標準として、その自動車の取得者

に課する。

２ 自動車の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保

している場合においても、当該売買契約の締結を自動車の取得

と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。

３ 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつた

ときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新

たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を

課する。

４ 自動車製造業者、自動車販売業者又は令第５５条の２に規定する

自動車の取得をした者（以下本条において「販売業者等」とい

う。）が、その製造により取得した自動車又はその販売のためそ

の他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該

販売業者等が運行の用に供した場合（当該販売業者等から当該自

動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。）

においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該

販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課す

る。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車につい

て、道路運送車両法第７条の規定による登録を受けたとき（当該

登録前に第２項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを

除く。）同法第６０条の規定による自動車検査証の交付を受けたと

き（同法第５９条第１項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に

限る。）又は同法第９７条の３の規定による届出をしたときは、当
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該自動車の登録自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供

することとみなす。

５ 法施行地外で自動車を取得した者が当該自動車を持ち込んで運

行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを

自動車の取得と当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得

者とみなして、自動車取得税を課する。

（自動車取得税の税率）

第５９条の４ 自動車取得税の税率は、１００分の３とする。

（自動車取得税の申告納付の期限）

第５９条の５ 自動車を取得した者がなすべき申告納付の期限は、次

の各号に定める時又は日までとする。

� 道路運送車両法第７条の規定による登録、同法第５９条の規定

による検査（検査対象軽自動車に係るものに限る。）又は同法

第９７条の３の規定による届出がされる自動車の取得 当該登

録、検査又は届出の時

� 道路運送車両法第１３条の規定による登録を受けるべき自動車

の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から１５日を経過

する日（その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時）

� 前２号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両

法第６７条第１項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき

自動車の取得又は道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令

第７４号）第６３条の４第１項の規定による軽自動車届出済証の記

入を受けるべき自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があ

つた日から１５日を経過する日（その日前に当該記入を受けたと

きは、当該記入の時）

� 前３号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取

得の日から１５日を経過する日

（自動車取得税の納付の方法）

第５９条の６ 自動車取得税の納税義務者は、申告に係る自動車取得

税額を納付する場合（税額にあわせて延滞金額を納付する場合を

含む。）には、申告書に県が発行する証紙をはつてしなければな

らない。ただし、知事が必要と認めた場合には、証紙をはること

に代えて、自動車取得税額（当該自動車取得税額に係る延滞金額

を含む。）に相当する金額を、申告書に証紙代金収納計器によつ

て表示して、又は現金で納付することができる。

（自動車取得税の減免）

第５９条の７ 知事は、次の各号に掲げる自動車の取得に対しては、

納税義務者の申請により、自動車取得税を減免することができ

る。

� 取得した自動車がその取得後２月以内に天災その他の災害に

より滅失した場合における当該自動車の取得

� 日本赤十字社の血液事業の用に供する自動車に係る自動車の

取得

� 身体障害者等、身体障害者等のために当該身体障害者等と生

計を一にする者又は身体障害者等（身体障害者等のみで生活す

る者に限る。）のために当該身体障害者等を常時介護する者が

運転する自動車（営業用を除く。）に係る当該身体障害者等の

取得（当該身体障害者が年齢１８歳未満の身体障害者である場合

又は精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一

にする者の自動車の取得を含む。）で必要と認めたもの

� 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた自動車

（営業用に限る。）の取得で必要と認めたもの

� 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認めら
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れる自動車の取得で必要と認めたもの

� 前号に定めるものを除くほか、構造上身体障害者等の利用に

供するためのものと認められる自動車の取得（次号の規定の適

用を受けるものを除く。）で必要と認めたもの

� 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人の自動車（身体若

しくは精神に障害を有するため、又は高齢のため歩行が困難で

ある者のために専ら使用されるものに限る。）の取得（第５号

の規定の適用を受けるものを除く。）で必要と認めたもの

� 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に規定する公的医療

機関の救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車の取

得で必要と認めたもの

第２款 軽油引取税

（軽油引取税の納税義務者等）

第６０条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り

（特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者

からの引取りを除く。次項において同じ。）で当該引取りに係る

軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準とし

て、その引取りを行う者に課する。

２ 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取

りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合

に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるとき

は、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該

納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を

適用する。

３ 軽油引取税は、前２項に規定する場合のほか、特約業者又は元

売業者が法第７００条の３第３項に規定する燃料炭化水素油（以下

この款において「燃料炭化水素油」という。）を自動車の内燃機

関の燃料として販売した場合においては、その販売量（法第７００

条の２２の２第１項第３号の規定により譲渡の承認を受けた当該販

売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課さ

れ、又は課されるべき軽油又は揮発油（揮発油税法（昭和３２年法

律第５５号）第２条第１項に規定する揮発油（同法第６条において

揮発油とみなされるものを含む。）をいう。以下同じ。）が含ま

れているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部

分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。）を課税標準とし

て、当該特約業者又は元売業者に課する。

４ 軽油引取税は、前３項に規定する場合のほか、石油製品販売業

者が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の

炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を

販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料とし

て販売した場合においては、その販売量（法第７００条の２２の２第

１項第１号若しくは第２号の規定により製造の承認を受けた当該

販売に係る軽油又は同項第３号の規定により譲渡の承認を受けた

当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が

課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているとき

は、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素

油の数量を控除した数量とする。）を課税標準として、当該石油

製品販売業者に課する。

５ 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者

（自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自

己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下同じ。）

が炭化水素油（炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化

水素で、温度１５度及び１気圧において液状のものを含む。以下同
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じ。）を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合（当該自動

車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。）

においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量（当該消費に

係る炭化水素油（燃料炭化水素油にあつては、法第７００条の２２の

２第１項第４号の規定により消費の承認を受け、又は同条第６項

の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをい

う。）に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべ

き軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているとき

は、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に

相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。）を課

税標準として、当該自動車の保有者に課する。

６ 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特

別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有し

ている場合（特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の

納入が行われていない場合を含む。）においては、その所有に係

る軽油（引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以

下この項において同じ。）の数量（当該所有に係る軽油に既に軽

油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているとき

は、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当

する部分の数量を控除して得た数量）で令第５６条の２の規定によ

つて算定したものを課税標準として、その者に課する。

（軽油引取税のみなす課税）

第６０条の２ 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号

に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該

消費、譲渡又は輸入を同条第１項に規定する引取りと、当該消

費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみ

なし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は

輸入をする者に課する。

� 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

� 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

� 法第７００条の６各号に掲げる軽油の引取を行つた者が他の者

に当該引取に係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

� 法第７００条の６各号に掲げる軽油の引取を行つた者が当該各

号に掲げる用途以外の用途に供するため当該引取に係る軽油を

自ら消費する場合における当該軽油の消費

� 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製

造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合におけ

る当該軽油の消費又は譲渡

� 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合にお

ける当該軽油の輸入

２ 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油

（自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化

水素油で令第５６条の２の２に規定するものを除く。）を製造する

場合における当該軽油の使用は、前項第１号又は第２号に掲げる

軽油の消費に含まれないものとする。

（軽油引取税の補完的納税義務）

第６０条の２の２ 法第７００条の２２の２第１項第１号又は第２号の規

定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、

法第７００条の４の２第１項に規定する納税義務者が特定できない

とき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つ

た者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有す

る者で令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引

取税に係る徴収金を納付する義務を負う。
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（軽油引取税の税率）

第６０条の３ 軽油引取税の税率は、１キロリットルにつき、１５，０００

円とする。

（軽油引取税の徴収の方法）

第６０条の４ 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によ

る。ただし、第６０条第３項から第６項まで又は第６０条の２の規定

によつて軽油引取税を課する場合は申告納付の方法により、法第

７００条の１６第４項（法第７００条の１９第５項において準用する場合を

含む。）の規定によつて軽油引取税を課する場合は普通徴収の例

による。

（軽油引取税の特別徴収義務者）

第６０条の５ 元売業者及び特約業者は、前条ただし書に該当する場

合を除き、軽油引取税についての特別徴収義務者とする。

２ 前項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消

された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるも

のとする。

３ 知事は、第１項の特別徴収義務者が法第７００条の１１の２第１項

の規定により行つた登録の申請を受理した場合には、その申請を

した者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その

者の県内に所在する事務所又は事業所ごとに、法第７００条の１２第

１項の証票を交付するものとする。

（登録特別徴収義務者の登録の消除）

第６０条の６ 知事は、法第７００条の１１の２第３項に規定する登録特

別徴収義務者（以下この条及び第７２条第２項において「登録特別

徴収義務者」という。）から法第７００条の１１の２第２項の登録の

消除の申請があつたとき、又は登録特別徴収義務者が特別徴収義

務者でなくなつたときには、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者

の登録を消除するものとする。

２ 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当する

こととなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除する

ことができる。

� 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在し

なくなつたこと。

� 県内において１年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の

納入が行われていないこと。

３ 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞な

く、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

（軽油引取税の特別徴収及び申告納入）

第６０条の７ 軽油引取税の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者

からの軽油の引取りで当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴う

もの（当該特別徴収義務者からの軽油の引取りを行う者が当該引

取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現

実の納入を伴う引取りを行う者があるときの当該納入に係る軽油

の引取りを含む。）があつたとき、軽油引取税を徴収しなければ

ならない。

２ 前項の規定によつて徴収すべき軽油引取税は、毎月分を取りま

とめ翌月末日までに申告納入しなければならない。

（軽油引取税の申告納付）

第６０条の８ 第６０条第３項から第６項まで又は第６０条の２の規定に

よる軽油引取税の納税者は、第６０条第３項から第５項まで又は第

６０条の２第１項第１号、第２号若しくは第５号に該当するものに

ついては毎月分を取りまとめ翌月末日までに、第６０条第６項に該

当するものについては特別徴収義務の消滅した月の翌月末日まで
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（軽油引取税の特別徴収義務者の登録申請等）

第７２条 第４１条の４第１項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義

務者として指定された者は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に掲げる事項を記載した登録申請書を、第１号の場

合には事業開始の日の５日前までに、第２号の場合には特別徴収

義務者として指定された日の５日後までに、第３号の場合には軽

油の納入の日の属する月の翌月末日までに知事に提出しなければ

ならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされて

いる場合においては、この限りでない。

�～� 省略

２ 省略

（自動車取得税の徴収猶予の申告）

に、第６０条の２第１項第３号又は第４号に該当するものについて

は当該消費又は譲渡をした日から３０日以内に、同項第６号に該当

するものについては当該軽油の輸入の時までに軽油引取税を申告

納付しなければならない。

（免税軽油の引取）

第６０条の９ 免税軽油の使用者は、免税証に記載された販売業者か

ら免税軽油の引取を行うものとする。ただし、船舶の使用者等が

当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の

引取を行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合

においては、他の販売業者から免税軽油の引取を行うことができ

る。

２ 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記

載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取を行うとき

は、当該免税証に記名捺印しなければならない。

（免税軽油の引取り等に係る報告の期限の特例）

第６０条の１０ 法第７００条の２０の２第２項に規定する引取りを行う当

該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量である

ことその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の

交付を受けた者として規則で定める者についての同条第１項の報

告書（以下この条において「報告書」という。）の提出の期限

は、同項の規定にかかわらず、その者が当該免税軽油使用者証を

提示して交付を受けた当該免税証に係る報告書の提出の期限のう

ち、その期限が当該免税証の有効期間の満了の日の属する月の末

日までに到来するものに限り、当該免税証の有効期間の満了の日

の属する月の翌月末日（同日までに報告書を提出することが著し

く困難であると知事が認めた場合にあつては、知事が定める日）

とする。ただし、その者が当該免税証の有効期間の満了の日の属

する月の翌月末日の前日までに新たに免税証の交付を申請する場

合で、この条の規定の適用がないものとした場合に同項の規定に

より当該申請の日までに報告すべき事項を記載した報告書を同日

までに提出したときにおける当該報告書以外の報告書（当該申請

により交付を受けた免税証（以下この条において「新免税証」と

いう。）に係るものを除く。）の提出の期限は、その期限が同日

の翌日から新免税証の有効期間の満了の日の属する月の末日まで

に到来するものに限り、新免税証に係る報告書の提出の期限の日

とする。

（帳簿保存の義務）

第６０条の１１ 軽油引取税の元売業者、特約業者、石油製品販売業者

及び法第７００条の２２の４第１項に規定する軽油製造業者等は、法

第７００条の２３の規定による帳簿を当該年度経過後５年間保存しな

ければならない。

（軽油引取税の特別徴収義務者の登録申請等）

第７２条 第６０条の５第１項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義

務者として指定された者は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に掲げる事項を記載した登録申請書を、第１号の場

合には事業開始の日の５日前までに、第２号の場合には特別徴収

義務者として指定された日の５日後までに、第３号の場合には軽

油の納入の日の属する月の翌月末日までに知事に提出しなければ

ならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされて

いる場合においては、この限りでない。

�～� 省略

２ 省略

（自動車取得税の徴収猶予の申告）
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第７６条の２ 法第１２５条第２項 の規定により自動車取得税の徴

収猶予を受けようとする者は、譲渡担保財産の設定者の住所及び

氏名（名称）、当該譲渡担保財産により担保される債権の弁済期

日その他知事が必要と認める事項を記載した申告書に当該譲渡担

保財産が６月以内に譲渡担保財産の設定者に移転することを証す

るに足りる書類を添付して、法第１２２条第１項 の規定による

申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。

（自動車の取得報告）

第７６条の３ 自動車の取得者は、その取得価格が自動車取得税の免

税点以下である場合においては、法第１２２条第２項 に規定す

る報告書を第３６条各号 に掲げる自動車の取得の区分に応じ、

当該各号に定める時又は日までに知事に提出しなければならな

い。

（免税軽油以外の軽油を免税用途に供した場合における承認申

請）

第７８条 法第１４４条の３１第４項又は第５項の規定による知事の承認

を受けようとする免税軽油使用者は、免税軽油以外の軽油を免税

用途に供した日から１５日以内に次の各号に掲げる事項を記載した

承認申請書に、当該事実を証するに足りる書類を添付してこれを

知事に提出しなければならない。

�～� 省略

２ 省略

（県税の減免申請）

第８０条 省略

２ 省略

３ 第３８条第３号若しくは第４号又は第４６条の２第１項第１号

の規定の適用を受けようとする者は、第１項の規定にかかわら

ず、普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限前

７日（賦課期日後に身体障害者等自動車に該当することとなつた

場合にあつては、知事が定める日）までに、申告納付の方法によ

つて徴収されるものにあつては第３６条 に規定する申告納付の

期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつては

第７４条第１項の規定による申告をする際（納付後に身体障害者等

自動車に該当することとなつた場合にあつては、知事が定める日

まで）に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して知事に提出するとともに、身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身

体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手

帳。以下この項において同じ。）、知事の定めるところにより交

付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及

び道路交通法第９２条の規定により交付された身体障害者等、身体

障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等（身体障害者等の

みで生活する者に限る。）を常時介護する者の運転免許証を提示

しなければならない。

�～� 省略

４ 省略

（手数料）

第８４条 次の各号に掲げる事務につき、当該各号に定める金額の手

第７６条の２ 法第６９９条の１４第２項の規定により自動車取得税の徴

収猶予を受けようとする者は、譲渡担保財産の設定者の住所及び

氏名（名称）、当該譲渡担保財産により担保される債権の弁済期

日その他知事が必要と認める事項を記載した申告書に当該譲渡担

保財産が６月以内に譲渡担保財産の設定者に移転することを証す

るに足りる書類を添付して、法第６９９条の１１第１項の規定による

申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。

（自動車の取得報告）

第７６条の３ 自動車の取得者は、その取得価格が自動車取得税の免

税点以下である場合においては、法第６９９条の１１第２項に規定す

る報告書を第５９条の５各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、

当該各号に定める時又は日までに知事に提出しなければならな

い。

（免税軽油以外の軽油を免税用途に供した場合における承認申

請）

第７８条 法第７００条の２２第４項又は第５項の規定による知事の承認

を受けようとする免税軽油使用者は、免税軽油以外の軽油を免税

用途に供した日から１５日以内に次の各号に掲げる事項を記載した

承認申請書に、当該事実を証するに足りる書類を添付してこれを

知事に提出しなければならない。

�～� 省略

２ 省略

（県税の減免申請）

第８０条 省略

２ 省略

３ 第４６条の２第１項第１号又は第５９条の７第３号若しくは第４号

の規定の適用を受けようとする者は、第１項の規定にかかわら

ず、普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限前

７日（賦課期日後に身体障害者等自動車に該当することとなつた

場合にあつては、知事が定める日）までに、申告納付の方法によ

つて徴収されるものにあつては第５９条の５に規定する申告納付の

期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつては

第７４条第１項の規定による申告をする際（納付後に身体障害者等

自動車に該当することとなつた場合にあつては、知事が定める日

まで）に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して知事に提出するとともに、身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身

体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手

帳。以下この項において同じ。）、知事の定めるところにより交

付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及

び道路交通法第９２条の規定により交付された身体障害者等、身体

障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等（身体障害者等の

みで生活する者に限る。）を常時介護する者の運転免許証を提示

しなければならない。

�～� 省略

４ 省略

（手数料）

第８４条 次の各号に掲げる事務につき、当該各号に定める金額の手
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数料を徴収する。ただし、国又は地方公共団体の機関の請求に対

して行う事務その他知事が手数料を徴収することを不適当と認め

る事務については、手数料を徴収しない。

� 省略

� 法第１４４条の２１第２項に規定する免税軽油使用者証の交付又

は再交付 ４００円

２・３ 省略

附 則

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例）

第１０条 省略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１０条第１項の規定による

県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１０条第１項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第１５条及

び第１６条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１０条第１項の規定による県民税の所得割の額」と、同項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項

の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、第１４条の２第

２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１０条

第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第

７条第１項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得

金額及び附則第１０条第１項に規定する土地等に係る課税事業所

得等の金額の合計額」と、附則第７条の５中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第１０条第１項の規定による県

民税の所得割の額の合計額」とする。

� 省略

３ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その

基因となる土地の譲渡等が平成１０年１月１日から平成２５年１２月３１

日までの間に行われたものについては、適用しない。

（長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例）

第１２条 省略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１２条第１項の規定による

県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１２条第１項に規定

する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第１５条及び第１６条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１２条第１項

の規定による県民税の所得割の額」と、同項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項の規定によ

る県民税の所得割の額の合計額」と、第１４条の２第２項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１２条第１項の規

定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第７条第１項

各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附

則第１２条第１項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」

と、附則第７条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１２条第１項の規定による県民税の所得割の額の合

数料を徴収する。ただし、国又は地方公共団体の機関の請求に対

して行う事務その他知事が手数料を徴収することを不適当と認め

る事務については、手数料を徴収しない。

� 省略

� 法第７００条の１５第２項に規定する免税軽油使用者証の交付又

は再交付 ４００円

２・３ 省略

附 則

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例）

第１０条 省略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１０条第１項の規定による

県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項前段

、第１５条及

び第１６条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１０条第１項の規定による県民税の所得割の額」と、第１４条の２

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項

の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、同条第２項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１０条

第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第

７条第１項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得

金額及び附則第１０条第１項に規定する土地等に係る課税事業所

得等の金額の合計額」と、附則第７条の５中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第１０条第１項の規定による県

民税の所得割の額の合計額」とする。

� 省略

３ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その

基因となる土地の譲渡等が平成１０年１月１日から平成２０年１２月３１

日までの間に行われたものについては、適用しない。

（長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例）

第１２条 省略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１２条第１項の規定による

県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項前段

、第１５条及び第１６条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１２条第１項

の規定による県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項の規定によ

る県民税の所得割の額の合計額」と、同条第２項 中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１２条第１項の規

定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第７条第１項

各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附

則第１２条第１項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」

と、附則第７条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１２条第１項の規定による県民税の所得割の額の合
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計額」とする。

� 省略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る県民税の課税の特例）

第１３条 昭和６３年度から平成２６年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定

する土地等をいう。以下この条及び附則第１５条第２項において同

じ。）の譲渡（同法第３１条第１項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が法附則第

３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する

ときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用

を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第１項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各

号に定める金額に相当する額とする。

�・� 省略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成２６年度までの各年度分の個

人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第２項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当するときにおける前条第１項に規

定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民

税の所得割について準用する。

３ 省略

（短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例）

第１５条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１５条第１項の規定による

県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１５第１項に規定す

る短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第１５条及び第１６条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１５条第１項

の規定による県民税の所得割の額」と、同項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項の規定によ

る県民税の所得割の額の合計額」と、第１４条の２第２項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１５条第１項の規

定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第７条第１項

各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附

則第１５条第１項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」

と、附則第７条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１５条第１項の規定による県民税の所得割の額の合

計額」とする。

� 省略

（株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例）

第１６条 省略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

計額」とする。

� 省略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る県民税の課税の特例）

第１３条 昭和６３年度から平成２１年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定

する土地等をいう。以下この条及び附則第１５条第２項において同

じ。）の譲渡（同法第３１条第１項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が法附則第

３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する

ときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用

を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第１項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各

号に定める金額に相当する額とする。

�・� 省略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成２１年度までの各年度分の個

人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第２項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当するときにおける前条第１項に規

定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民

税の所得割について準用する。

３ 省略

（短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例）

第１５条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１５条第１項の規定による

県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項前段

、第１５条及び第１６条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１５条第１項

の規定による県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項の規定によ

る県民税の所得割の額の合計額」と、同条第２項 中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１５条第１項の規

定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第７条第１項

各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附

則第１５条第１項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」

と、附則第７条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１５条第１項の規定による県民税の所得割の額の合

計額」とする。

� 省略

（株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例）

第１６条 省略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４
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第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条第１項の規定による

県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６条第１項に規定

する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第１５条及

び第１６条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１６条第１項の規定による県民税の所得割の額」と、同項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項

の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、第１４条の２第

２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条

第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第

７条第１項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得

金額及び附則第１６条第１項に規定する株式等に係る課税譲渡所

得等の金額の合計額」と、附則第７条の５中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第１６条第１項の規定による県

民税の所得割の額の合計額」とする。

� 省略

（先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例）

第１６条の４ 省略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定に

よる県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６条の４第１項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第

１５条及び第１６条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１６条の４第１項の規定による県民税の所得割の額」と、

同項後段 中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び同項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、第

１４条の２第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１６条の４第１項の規定による県民税の所得割の額の合計

額」と、附則第７条第１項各号中「課税総所得金額」とあるの

は「課税総所得金額及び附則第１６条の４第１項に規定する先物

取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、附則第７条の５

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の

４第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

� 省略

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る県民税の課税の特

例）

第１６条の５ 省略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の５第１項の規定に

よる県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６条の５第１項

に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段、第１５条及び第

１６条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条

の５第１項の規定による県民税の所得割の額」と、同項後段

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条第１項の規定による

県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項前段

、第１５条及

び第１６条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１６条第１項の規定による県民税の所得割の額」と、第１４条の２

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項

の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、同条第２項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条

第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第

７条第１項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得

金額及び附則第１６条第１項に規定する株式等に係る課税譲渡所

得等の金額の合計額」と、附則第７条の５中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第１６条第１項の規定による県

民税の所得割の額の合計額」とする。

� 省略

（先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例）

第１６条の４ 省略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定に

よる県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項前段

、第

１５条及び第１６条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１６条の４第１項の規定による県民税の所得割の額」と、

第１４条の２第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び同項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、同

条第２項 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１６条の４第１項の規定による県民税の所得割の額の合計

額」と、附則第７条第１項各号中「課税総所得金額」とあるの

は「課税総所得金額及び附則第１６条の４第１項に規定する先物

取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、附則第７条の５

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の

４第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

� 省略

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る県民税の課税の特

例）

第１６条の５ 省略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条、

附則第７条第１項及び附則第７条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の５第１項の規定に

よる県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項前段

、第１５条及び第

１６条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条

の５第１項の規定による県民税の所得割の額」と、第１４条の２
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中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項

の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、第１４条の２第

２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条

の５第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附

則第７条第１項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総

所得金額及び附則第１６条の５第１項に規定する条約適用利子等

の額（租税条約実施特例法第３条の２の２第５項第４号の規定

により読み替えて適用される法第３４条の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）の合計額」と、附則第７条の５中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の５

第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

� 省略

３・４ 省略

５ 第３項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条及

び附則第７条の４第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１６条の５第３項の規定による県民税の所得割

の額」と、第１４条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第１６条の５第３項に規定する条約適

用配当等の額」と、同項前段、第１５条及び第１６条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の５第３項の規定

による県民税の所得割の額」と、同項後段 中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項の規定による県民

税の所得割の額の合計額」と、第１４条の２第２項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の５第３項の規定

による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第７条第１項中

「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則

第１６条の５第３項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに同項の規定によ

る県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」と

あるのは「課税総所得金額及び附則第１６条の５第３項に規定す

る条約適用配当等の額（租税条約実施特例法第３条の２の２第

８項第４号の規定により読み替えて適用される法第３４条の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）の合計額」と、附

則第７条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第１６条の５第３項の規定による県民税の所得割の額の合計

額」とする。

� 省略

６ 省略

（住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特

例）

第２０条 平成１８年４月１日から平成２４年３月３１日までの間に住宅又

は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第

１９条の２の規定にかかわらず、１００分の３とする。

第２２条 省略

（自動車取得税の税率の特例）

第２２条の２ 法附則第１２条の２の２第３項に規定する自家用の自動

車で軽自動車（道路運送車両法第３条の軽自動車をいう。）以外

のものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が

平成３０年３月３１日までに行われたときに限り、第３５条の規定にか

かわらず、１００分の５とする。

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項

の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、同条第２項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条

の５第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附

則第７条第１項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総

所得金額及び附則第１６条の５第１項に規定する条約適用利子等

の額（租税条約実施特例法第３条の２の２第５項第４号の規定

により読み替えて適用される法第３４条の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）の合計額」と、附則第７条の５中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の５

第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

� 省略

３・４ 省略

５ 第３項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

� 第１４条から第１６条まで、附則第７条第１項、附則第７条の４

第１項及び附則第７条の５の規定の適用については、第１４条及

び附則第７条の４第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１６条の５第３項の規定による県民税の所得割

の額」と、第１４条の２第１項前段

、第１５条及び第１６条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の５第３項の規定

による県民税の所得割の額」と、第１４条の２第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び同項の規定による県民

税の所得割の額の合計額」と、同条第２項 中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の５第３項の規定

による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第７条第１項中

「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則

第１６条の５第３項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに同項の規定によ

る県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」と

あるのは「課税総所得金額及び附則第１６条の５第３項に規定す

る条約適用配当等の額（租税条約実施特例法第３条の２の２第

８項第４号の規定により読み替えて適用される法第３４条の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）の合計額」と、附

則第７条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第１６条の５第３項の規定による県民税の所得割の額の合計

額」とする。

� 省略

６ 省略

（住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特

例）

第２０条 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの間に住宅又

は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第

１９条の２の規定にかかわらず、１００分の３とする。

第２２条 省略
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２ 第８項第１号若しくは第２号に掲げる軽油自動車又は法附則第

１２条の２の２第１２項に規定する第１種省エネルギー自動車で初め

て新規登録等を受けるものの取得（同条第２項の規定の適用があ

る場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の

税率は、当該取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに限

り、第３５条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの

項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は

前項に定める率に４分の１を乗じて得た率とする。

３ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の２第２項又は前項の規定の適用がある場合の自

動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当

該取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに限り、第３５条及

び第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の

適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定

める率に２分の１を乗じて得た率とする。

� 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下こ

の条において「車両総重量」という。）が３．５トンを超える軽

油自動車（軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。第８項

において同じ。）のうち、次のいずれにも該当するもので地方

税法施行規則で定めるもの

ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係

る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（以下

この条において「排出ガス保安基準」という。）で地方税法

施行規則で定めるもの（以下この号において「平成１７年重量

車排出ガス保安基準」という。）に適合すること。

イ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成１７年重量車排出

ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の１０分

の９を超えないこと。

ウ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第

４９号）第８０条第１号に規定するエネルギー消費効率（以下こ

の条において「エネルギー消費効率」という。）が同法第７８

条第１項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準

となるべき事項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネル

ギー消費効率（以下この条において「基準エネルギー消費効

率」という。）以上であること。

� 法附則第１２条の２の２第１３項に規定する第２種省エネルギー

自動車

４ 電気自動車（電気を動力源とする自動車で地方税法施行規則で

定めるものをいう。）で初めて新規登録等を受けるもの以外の電

気自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得

が平成２４年３月３１日までに行われたときに限り、第３５条及び第１

項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用が

ないものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率

から１００分の２．７を控除した率とする。

５ 次に掲げる天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の

燃料として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをい

う。以下この項において同じ。）で初めて新規登録等を受けるも

の以外の天然ガス自動車の取得に対して課する自動車取得税の税

率は、当該取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに限り、

第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項

の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第

１項に定める率から１００分の２．７を控除した率とする。
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� 車両総重量が３．５トン以下の天然ガス自動車のうち、道路運

送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用され

るべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行

規則で定めるもの（以下この号において「平成１７年天然ガス軽

量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成１７年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の

１を超えないもので同省令で定めるもの

� 車両総重量が３．５トンを超える天然ガス自動車のうち、道路

運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用さ

れるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施

行規則で定めるもの（以下この号において「平成１７年天然ガス

重量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量

が平成１７年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の１０分

の９を超えないもので同省令で定めるもの

６ 充電機能付電力併用自動車（次項に規定する電力併用自動車の

うち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えて

いるもので地方税法施行規則で定めるものをいう。）で初めて新

規登録等を受けるもの以外の充電機能付電力併用自動車の取得

（前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対し

て課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成２４年３月３１日ま

でに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率から１００分の２．４を控

除した率とする。

７ 次に掲げる電力併用自動車（内燃機関を有する自動車で併せて

電気その他の地方税法施行規則で定めるものを動力源として用い

るものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていること

により大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１４項に規

定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定め

るものをいう。以下この項において同じ。）で初めて新規登録等

を受けるもの以外の電力併用自動車の取得（前２項の規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに

限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得について

この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条

又は第１項に定める率から１００分の１．６（当該電力併用自動車がバ

ス又はトラックである場合にあつては、１００分の２．７）を控除した

率とする。

� 車両総重量が３．５トン以下の電力併用自動車のうち、次のい

ずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

地方税法施行規則で定めるもの（以下この号において「平成

１７年電力併用軽量車基準」という。）に適合すること。

イ 窒素酸化物の排出量が平成１７年電力併用軽量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

ウ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分の

１２５を乗じて得た数値以上であること。

� 車両総重量が３．５トンを超える電力併用自動車のうち、次の

いずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

地方税法施行規則で定めるもの（以下この号において「平成
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１７年電力併用重量車基準」という。）に適合すること。

イ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成１７年電力併用重

量車基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の１０分の９

を超えないこと。

ウ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上である

こと。

８ 次に掲げる軽油自動車で初めて新規登録等を受けるもの以外の

軽油自動車の取得（前３項又は法附則第１２条の２の２第１２項若し

くは第１３項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に

対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成２２年３月３１

日までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわ

らず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場

合に適用されるべき同条又は第１項に定める率から、第１号に掲

げる軽油自動車にあつては１００分の２（当該取得が平成２１年１０月

１日から平成２２年３月３１日までの間に行われた場合にあつては、

１００分の１）を、第２号に掲げる軽油自動車にあつては１００分の２

を、第３号に掲げる軽油自動車にあつては１００分の１（当該取得

が平成２１年１０月１日から平成２２年３月３１日までの間に行われた場

合にあつては、１００分の０．５）をそれぞれ控除した率とする。

� 車両総重量が１２トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車

両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日以降に適用されるべ

きものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則

で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネ

ルギー消費効率以上のもので同省令で定めるもの

� 車両総重量が３．５トンを超え１２トン以下の軽油自動車のう

ち、道路運送車両法第４１条の規定により平成２２年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地

方税法施行規則で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費

効率が基準エネルギー消費効率以上のもので同省令で定めるも

の

� 車両総重量が３．５トン以下の軽油自動車で地方税法施行規則

で定めるもののうち、道路運送車両法第４１条の規定により平成

２１年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出

ガス保安基準で同省令で定めるものに適合するもの

（軽油引取税に係るみなし揮発油の特例）

第２２条の３ 当分の間、第３９条第３項に規定する揮発油には、租税

特別措置法第８８条の６の規定により揮発油とみなされる揮発油類

似品を含むものとする。

（軽油引取税の課税免除の特例）

第２２条の４ 第４１条の８及び第４１条の９の規定は、法附則第１２条の

２の４第１項の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる

軽油の引取りについて準用する。この場合において、第４１条の８

第１項中「法第１４４条の２１第１項」とあるのは「法附則第１２条の

２の４第２項において準用する法第１４４条の２１第１項」と、第４１

条の９中「法第１４４条の２７第２項」とあるのは「法附則第１２条の

２の４第２項において準用する法第１４４条の２７第２項」と読み替

えるものとする。

２ 法附則第１２条の２の４第１項から第３項までの規定の適用があ

る場合における第４条第１項、第４０条、第４１条の３及び第７８条の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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読み替える

規定

読み替えられ

る字句

読み替える字句

第４条第１

項第８号本

文

法第１４４条の

２２第４項（法

第１４４条の２５

第５項におい

て準用する場

合を含む。）

法第１４４条の２２第４項（法附則第

１２条の２の４第４項の規定によ

り読み替えて適用される場合を

含む。以下この号において同

じ。）又は法第１４４条の２５第５項

（法附則第１２条の２の４第４項

の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。以下この号に

おいて同じ。）において準用す

る法第１４４条の２２第４項

第４条第１

項第８号た

だし書

法第１４４条の

２２第４項（法

第１４４条の２５

第５項におい

て準用する場

合を含む。）

法第１４４条の２２第４項又は法第

１４４条の２５第５項において準用す

る法第１４４条の２２第４項

第４０条第１

項第３号及

び第４号

法第１４４条の

６

法第１４４条の６又は法附則第１２条

の２の４第１項

第４０条第１

項第４号

同条 これらの規定

第４１条の３ 法第１４４条の

２２第４項（法

第１４４条の２５

第５項におい

て準用する場

合を含む。）

法第１４４条の２２第４項（法附則第

１２条の２の４第４項の規定によ

り読み替えて適用される場合を

含む。以下この条において同

じ。）又は法第１４４条の２５第５項

（法附則第１２条の２の４第４項

の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）において準

用する法第１４４条の２２第４項

第７８条第１

項

法第１４４条の

３１第４項又は

第５項

法第１４４条の３１第４項又は第５項

（法附則第１２条の２の４第２項

において読み替えて準用する場

合を含む。）

（軽油引取税の税率の特例）

第２２条の５ 平成３０年３月３１日までに第３９条第１項若しくは第２項

に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売、

同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第５項の

炭化水素油の消費若しくは第４０条第１項各号の軽油の消費、譲渡

若しくは輸入が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴

収義務者が第３９条第６項の規定に該当するに至つた場合における

軽油引取税の税率は、第４１条の２の規定にかかわらず、１キロリ

ットルにつき、３２，１００円とする。

（自動車税の税率の特例）

第２３条 省略

２ 電気自動車等及びエネルギーの使用の合理化に関する法律

第８０条第１号に規定するエネルギー消費効率

（以下この条において「エネルギー消費効率」という。）が同法

第７８条第１項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準

となるべき事項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー

消費効率（以下この条において「基準エネルギー消費効率」とい

（自動車税の税率の特例）

第２３条 省略

２ 電気自動車等及びエネルギーの使用の合理化に関する法律（昭

和５４年法律第４９号）第８０条第１号に規定するエネルギー消費効率

（以下この条において「エネルギー消費効率」という。）が同法

第７８条第１項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準

となるべき事項を勘案して令 で定めるエネルギー

消費効率（以下この条において「基準エネルギー消費効率」とい
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う。）に１００分の１２０を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸

化物の排出量が道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月

１日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガス

に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（次項

において「排出ガス保安基準」という。）に定める窒素酸化物の

値で同省令 で定めるもの（以下この条において「平成

１７年窒素酸化物排出許容限度」という。）の４分の１を超えない

もので同省令で定めるものに対する第４３条第１項及び第２項の規

定の適用については、当該自動車が平成１８年４月１日から平成１９

年３月３１日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成

１９年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成１９年４月１日から

平成２０年３月３１日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつて

は平成２０年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ

読み替えるものとする。

う。）に１００分の１２０を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸

化物の排出量が道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月

１日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガス

に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（次項

において「排出ガス保安基準」という。）に定める窒素酸化物の

値で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において「平成

１７年窒素酸化物排出許容限度」という。）の４分の１を超えない

もので同省令で定めるものに対する第４３条第１項及び第２項の規

定の適用については、当該自動車が平成１８年４月１日から平成１９

年３月３１日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成

１９年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成１９年４月１日から

平成２０年３月３１日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつて

は平成２０年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ

読み替えるものとする。

省略 省略

３～５ 省略

第２４条から第２６条まで 削除

３～５ 省略

（自動車取得税の税率の特例）

第２４条 自家用の自動車で軽自動車（道路運送車両法第３条にいう

軽自動車をいう。）以外のものの取得に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が昭和４９年４月１日から平成３０年３月３１日

までの間に行われたときに限り、第５９条の４の規定にかかわら

ず、１００分の５とする。

２ 電気を動力源とする自動車で地方税法施行規則で定めるものの

取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成１９年

４月１日から平成２１年３月３１日までの間に行われたときに限り、

第５９条の４及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの

項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は

前項に定める率から１００分の２．７を控除した率とする。

３ 次に掲げる天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の

燃料として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをい

う。以下この項において同じ。）の取得に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が平成１９年４月１日から平成２１年３月３１

日までの間に行われたときに限り、第５９条の４及び第１項の規定

にかかわらず、当該取得についてこの項の規定がないものとした

場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率から１００分の２．７

を控除した率とする。

� 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下こ

の条において「車両総重量」という。）が３．５トン以下の天然

ガス自動車のうち、同法第４１条の規定により平成１７年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに

係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（以下

この条において「排出ガス保安基準」という。）で地方税法施

行規則で定めるもの（以下この号において「平成１７年天然ガス

軽量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量

が平成１７年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の４分

の１を超えないもので同省令で定めるもの

� 車両総重量が３．５トンを超える天然ガス自動車のうち、道路

運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用さ

れるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施

行規則で定めるもの（以下この号において「平成１７年天然ガス

重量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量
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が平成１７年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の１０分

の９を超えないもので同省令で定めるもの

４ 次に掲げる特定自動車（内燃機関を有する自動車で併せて電気

その他の地方税法施行規則で定めるものを動力源として用いるも

のであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることによ

り大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１４項に規定す

る自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定めるも

のをいう。以下この項において同じ。）の取得（前項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が平成１９年４月１日から平成２１年３月３１

日までの間に行われたときに限り、第５９条の４及び第１項の規定

にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないもの

とした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率から、当

該特定自動車がバス、トラックその他の同省令で定めるものであ

る場合にあつては１００分の２．７を、当該特定自動車が乗用車その他

の同省令で定めるものである場合にあつては１００分の１．８（当該取

得が平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に行われた

場合にあつては、１００分の２）をそれぞれ控除した率とする。

� 車両総重量が３．５トン以下の特定自動車のうち、次のいずれ

にも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

地方税法施行規則で定めるもの（以下この号において「平成

１７年特定軽量車基準」という。）に適合すること。

イ 窒素酸化物の排出量が平成１７年特定軽量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

ウ 前条第２項に規定するエネルギー消費効率（以下この条に

おいて「エネルギー消費効率」という。）が同項に規定する

基準エネルギー消費効率（以下この条において「基準エネル

ギー消費効率」という。）に１００分の１２０を乗じて得た数値以

上であること。

� 車両総重量が３．５トンを超える以下の特定自動車のうち、次

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

地方税法施行規則で定めるもの（以下この号において「平成

１７年特定重量車基準」という。）に適合すること。

イ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成１７年特定重量車

基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の１０分の９を超

えないこと。

ウ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上である

こと。

５ 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料とする自動車を

いう。以下この項において同じ。）の取得（第２項から前項まで

の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課す

る自動車取得税の税率は、当該取得が愛媛県県税賦課徴収条例及

び愛媛県森林環境税条例の一部を改正する条例（平成２０年愛媛県

条例第４２号）の施行の日の翌日から平成２２年３月３１日までの間に

行われたときに限り、第５９条の４及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率から、第１号に掲げ

る軽油自動車にあつては１００分の２（当該取得が平成２１年１０月１

日から平成２２年３月３１日までに行われた場合にあつては、１００分
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の１）を、第２号に掲げる軽油自動車にあつては１００分の２を、

第３号に掲げる軽油自動車にあつては１００分の１（当該取得が平

成２１年１０月１日から平成２２年３月３１日までに行われた場合にあつ

ては、１００分の０．５）をそれぞれ控除した率とする。

� 車両総重量が１２トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車

両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日以降に適用されるべ

きものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則

で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネ

ルギー消費効率以上のもので同省令で定めるもの

� 車両総重量が３．５トンを超え１２トン以下の軽油自動車のう

ち、道路運送車両法第４１条の規定により平成２２年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地

方税法施行規則で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費

効率が基準エネルギー消費効率以上のもので同省令で定めるも

の

� 車両総重量が３．５トン以下の軽油自動車で地方税法施行規則

で定めるもののうち、道路運送車両法第４１条の規定により平成

２１年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出

ガス保安基準で同省令で定めるものに適合するもの

（軽油引取税の税率の特例）

第２５条 昭和５４年６月１日から平成５年１１月３０日までの間に第６０条

第１項若しくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃

料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水素油

の販売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは第６０条の２第１

項各号の軽油の消費若しくは譲渡が行われた場合又は当該期間に

軽油引取税の特別徴収義務者が第６０条第６項の規定に該当するに

至つた場合における軽油引取税の税率は、第６０条の３の規定にか

かわらず、１キロリットルにつき、２４，３００円とする。

２ 平成５年１２月１日から平成３０年３月３１日までの間に第６０条第１

項若しくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭

化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販

売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは第６０条の２第１項各

号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は当該期間

に軽油引取税の特別徴収義務者が第６０条第６項の規定に該当する

に至つた場合における軽油引取税の税率は、第６０条の３の規定に

かかわらず、１キロリットルにつき、３２，１００円とする。

（軽油引取税に係るみなし揮発油の特例）

第２６条 当分の間、第６０条第３項に規定する揮発油には、租税特別

措置法第８８条の６の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品

を含むものとする。

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２０年愛媛県条例第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（県民税に関する経過措置）

４ 平成２１年１月１日から平成２３年１２月３１日までの間に支払を受け

るべき地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２１号）

第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「新法」という。）第２３条第１項第１５号に規定する特定配当

等（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４条の２第９項又

附 則

（県民税に関する経過措置）

４ 平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの間に支払を受け

るべき地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２１号）

第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「新法」という。）第２３条第１項第１５号に規定する特定配当

等（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４条の２第９項又
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は第４条の３第１０項の規定の適用を受けるものを除く。）に係る

新条例第１３条第６項の規定の適用については、同項中「１００分の

５」とあるのは、「１００分の３」とする。

５ 平成２１年１月１日から平成２３年１２月３１日までの間に行われる新

法第７１条の５１第２項に規定する対象譲渡等に係る新条例第１３条第

７項の規定の適用については、同項中「１００分の５」とあるの

は、「１００分の３」とする。

１０ 県民税の所得割の納税義務者が、平成２１年１月１日から平成２３

年１２月３１日までの間に支払を受けるべき新条例附則第９条の２第

１項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場

株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定によ

り、上場株式等に係る課税配当所得の金額（同項前段に規定する

上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項におい

て同じ。）に対して課する県民税の所得割の額は、同条第１項前

段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金

額の１００分の１．２ に相当する額とする。

１３ 県民税の所得割の納税義務者が、平成２１年１月１日から平成２３

年１２月３１日までの間に新法附則第３５条の２の６第２項に規定する

上場株式等（以下この項において「上場株式等」という。）の譲

渡（新法附則第３５条の２の２第２項に規定する譲渡をいう。）の

うち租税特別措置法第３７条の１２の２第２項各号に掲げる上場株式

等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所

得、譲渡所得及び雑所得（同法第３２条第２項の規定に該当する譲

渡所得を除く。）については、新条例附則第１６条第１項の規定に

より新法附則第３５条の２第１項に規定する株式等に係る譲渡所得

等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲

渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令（昭和２５年

政令第２４５号）附則第１８条第１項に規定するところにより計算し

た金額に対して課する県民税の所得割の額は、新条例附則第１６条

第１項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の

金額（地方税法等の一部を改正する法律（平成２１年法律第９号）

による改正後の地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律

第２１号）附則第３条第１９項に規定する上場株式等に係る課税譲渡

所得等の金額）の１００分の１．２に相当する金額とする。

は第４条の３第１０項の規定の適用を受けるものを除く。）に係る

新条例第１３条第６項の規定の適用については、同項中「１００分の

５」とあるのは、「１００分の３」とする。

５ 平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの間に行われる新

法第７１条の５１第２項に規定する対象譲渡等に係る新条例第１３条第

７項の規定の適用については、同項中「１００分の５」とあるの

は、「１００分の３」とする。

１０ 県民税の所得割の納税義務者が、平成２１年１月１日から平成２２

年１２月３１日までの間に支払を受けるべき新条例附則第９条の２第

１項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場

株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定によ

り、上場株式等に係る課税配当所得の金額（同項前段に規定する

上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項におい

て同じ。）に対して課する県民税の所得割の額は、同条第１項前

段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該

各号に定める金額に相当する額とする。

� 上場株式等に係る課税配当所得の金額が１００万円以下である

場合 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の１００分の１．２

に相当する金額

� 上場株式等に係る課税配当所得の金額が１００万円を超える場

合 次に掲げる金額の合計額

ア １万２，０００円

イ 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から１００万円を

控除した金額の１００分の２に相当する金額

１３ 県民税の所得割の納税義務者が、平成２１年１月１日から平成２２

年１２月３１日までの間に新法附則第３５条の２の６第２項に規定する

上場株式等（以下この項において「上場株式等」という。）の譲

渡（新法附則第３５条の２の２第２項に規定する譲渡をいう。）の

うち租税特別措置法第３７条の１２の２第２項各号に掲げる上場株式

等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所

得、譲渡所得及び雑所得（同法第３２条第２項の規定に該当する譲

渡所得を除く。）については、新条例附則第１６条第１項の規定に

より新法附則第３５条の２第１項に規定する株式等に係る譲渡所得

等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲

渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令（昭和２５年

政令第２４５号）附則第１８条第１項に規定するところにより計算し

た金額に対して課する県民税の所得割の額は、新条例附則第１６条

第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ

当該各号に定める金額

に相当する金額とする。

� 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（地方税法等の一部

を改正する法律（平成２０年法律第２１号）附則第３条第２２項第１

号に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額をいう。

以下この項において同じ。）が５００万円以下である場合 当該

上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の１００分の１．２に相当す

る金額

� 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が５００万円を超える

場合 次に掲げる金額の合計額

ア ６万円

イ 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から５００万円

を控除した金額の１００分の２に相当する金額
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１５ 平成２１年１月１日から平成２３年１２月３１日までの期間内に新条例

附則第１６条の５第３項に規定する県民税の所得割の納税義務者が

支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規

定の適用については、同項中「１００分の５」とあるのは「１００分の

３」と、「１００分の２」とあるのは「１００分の１．２」とする。

１５ 平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの期間内に新条例

附則第１６条の５第３項に規定する県民税の所得割の納税義務者が

支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規

定の適用については、同項中「１００分の５」とあるのは「１００分の

３」と、「１００分の２」とあるのは「１００分の１．２」とする。

（愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第３条 愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例（平成１４年愛媛県条例第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（自動車取得税の課税免除）

第４条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事

業の用に供するための自動車をその設立の日から１年以内に無償

で取得し、かつ、当該自動車について当該期間内に道路運送車両

法（昭和２６年法律第１８５号）第１３条の規定による移転登録又は同

法第６７条第１項の規定による自動車検査証の記入若しくは道路運

送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第６３条の４第１項

の規定による軽自動車届出済証の記入（所有者又は使用者の変更

によるものに限る。）がされたときは、当該自動車の取得に対す

る自動車取得税を課税しない。

第５条 省略 第４条 省略

（自動車取得税の課税免除）

第５条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事

業の用に供するための自動車をその設立の日から１年以内に無償

で取得し、かつ、当該自動車について当該期間内に道路運送車両

法（昭和２６年法律第１８５号）第１３条の規定による移転登録又は同

法第６７条第１項の規定による自動車検査証の記入若しくは道路運

送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第６３条の４第１項

の規定による軽自動車届出済証の記入（所有者又は使用者の変更

によるものに限る。）がされたときは、当該自動車の取得に対す

る自動車取得税を課税しない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

（自動車取得税に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対

して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

（軽油引取税に関する経過措置）

３ 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第３９条第１項若しくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の

燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは新条例第４０条第１項

各号（第３号又は第４号を除く。）の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新

条例第３９条第６項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

４ 施行日前に第１条の規定による改正前の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「旧条例」という。）第６０条第１項若しくは第２項に規定する

軽油の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費

若しくは旧条例第６０条の２第１項各号（第３号又は第４号を除く。）の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽

油引取税の特別徴収義務者が旧条例第６０条第６項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例に

よる。

５ この条例の施行の際現にされている旧条例第７２条第１項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新条例第７２条第１項の規定によ

る特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

６ この条例の施行の際現にされている旧条例第６０条の６第１項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新条例第４１条の

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号外２

２８



規 則

５第１項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

７ この条例の施行の際現に旧条例第６０条の５第３項の規定により交付を受けている証票は、新条例第４１条の４第３項の規定により交付を

受けた証票とみなす。

（愛媛県核燃料税条例の一部改正）

８ 愛媛県核燃料税条例（平成２０年愛媛県条例第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（納税地等）

第１２条 核燃料税の賦課徴収に関する県税条例の適用については、

県税条例第３条第１号中「固定資産税」とあるのは
「固定資産

核燃料税

税
と、県税条例第４条第１項中「� 固定資産税 償却資産

」

の所在地」とあるのは
「� 固定資産税 償却資産の所在地

�の２ 核燃料税 発電用原子炉の所在

と、県税条例第８条第１項中「この条例」とあるのは「この
地」

条例若しくは愛媛県核燃料税条例（平成２０年愛媛県条例第５４

号）」とする。

（納税地等）

第１２条 核燃料税の賦課徴収に関する県税条例の適用については、

県税条例第３条第１号中「固定資産税」とあるのは
「固定資産

核燃料税

税
と、県税条例第４条第１項中「� 固定資産税 償却資産

」

の所在地」とあるのは
「� 固定資産税 償却資産の所在地

�の２ 核燃料税 発電用原子炉の所在

と、県税条例第８条第１項中「この条例」とあるのは「この
地」

条例若しくは愛媛県核燃料税条例（平成２０年愛媛県条例第５４

号）」とする。

�愛媛県規則第２７号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（免税軽油の引取り等に係る報告の期限の特例が適用される者）

第１１条 愛媛県県税賦課徴収条例第４１条の９に規定する規則で定め

る者は、免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を受けた者の

うち、次に掲げる者とする。

�・� 省略

２ 省略

第１０号様式（第１条関係）

１～３ 省略

４ （通知書兼不足金額等納額告知書）軽油引取税に係る分

（免税軽油の引取り等に係る報告の期限の特例が適用される者）

第１１条 愛媛県県税賦課徴収条例第６０条の１０に規定する規則で定め

る者は、免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を受けた者の

うち、次に掲げる者とする。

�・� 省略

２ 省略

第１０号様式（第１条関係）

１～３ 省略

４ （通知書兼不足金額等納額告知書）軽油引取税に係る分

省略 省略

申

告

済

額

等

省略 申

告

済

額

等

省略

地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第１４４条の３１の

規定による還付額等

省略 地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第７００条の２２の

規定による還付額等

省略

省略 省略

省略 省略

備考 省略

５～７ 省略

備考 省略

５～７ 省略
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告 示

訓 令

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第４７４号
愛媛県県税賦課徴収条例の規定による自動車税及び自動車取得税の納税地の指定（昭和４３年６月愛媛県告示第６１１号）の一部を次のように

改正し、平成２１年４月１日から施行する。

平成２１年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 証紙によつて徴収する自動車取得税

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第７条若しくは第１３

条の規定による登録の申請地、同法第５９条の規定による検査の申

請地、同法第６７条第１項の規定による自動車検査証の記入の申請

地、同法第９７条の３の規定による使用の届出地又は道路運送車両

法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第６３条の４第１項の規定

による軽自動車届出済証の記入の申請地

２ 証紙徴収の方法によつて徴収する自動車税

道路運送車両法 第７条の規定による

登録の申請地

１ 証紙徴収の方法によつて徴収する自動車税

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第７条の規定による

登録の申請地

２ 証紙によつて徴収する自動車取得税

道路運送車両法第７条若しくは第１３条の規定による登録の申請

地、同法第５９条の規定による検査の申請地、同法第６７条第１項の

規定による自動車検査証の記入の申請地、同法第９７条の３の規定

による使用の届出地又は道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸

省令第７４号）第６３条の４第１項の規定による軽自動車届出済証の

記入の申請地

�愛媛県訓令第６号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２１年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

税

務

１ 省

略

税

務

１ 省

略
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課 ２ 地

方譲

与税

の調

定決

議に

関す

る事

務

１ 地方法人特別譲与税、地方

揮発油譲与税、石油ガス譲与

税、地方道路譲与税及び航

空機燃料譲与税の調定決議

○ 課 ２ 地

方譲

与税

の調

定決

議に

関す

る事

務

１ 地方法人特別譲与税、地方

道路譲与税 、石油ガス譲与

税 及び航

空機燃料譲与税の調定決議

○

３ 市

町村

交付

金等

に関

する

事務

１ 省略 ３ 市

町村

交付

金等

に関

する

事務

１ 省略

２ 配当割の交付（法第７１条の

４７第１項

）

○ ２ 配当割の交付（法第７１条の

４７第１項、法附則第５条の３

第２項）

○

３ 株式等譲渡所得割の交付

（法第７１条の６７第１項

）

○ ３ 株式等譲渡所得割の交付

（法第７１条の６７第１項、法附

則第３５条の３の２第２項）

○

４～７ 省略 ４～７ 省略

８ 自動車取得税の交付（法第

１４３条第１項 ）

○ ８ 自動車取得税の交付（法第

６９９条の３２第１項）

○

附 則

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。

平成２１年３月３１日 発行
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